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（午前１０時００分 再開） 

 

○南川則之委員長 皆さん、おはようございます。 

  予算決算常任委員会を再開します。 

  先週までは当初予算に係る審査でしたが、本日審査をします案件は、議案第６２号、令和５年度鳥羽市一般

会計補正予算（第１０号）、議案第６３号、令和５年度鳥羽市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）、

議案第６４号、令和５年度鳥羽市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）、議案第６５号、令和５年度鳥羽

市定期航路事業特別会計補正予算（第２号）、議案第６６号、令和５年度鳥羽市特定環境保全公共下水道事業

特別会計補正予算（第３号）、議案第６７号、令和５年度鳥羽市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

の６件であります。 

  審査に入る前に、委員の皆様に申し上げます。 

  歳入における国や県の支出金については、各事業、取組による支出が伴いますので、歳出の部で質疑を行っ

てください。 

  質疑については関連質問で進めていただき、質問内容が前後することがないよう、進行についてご協力くだ

さい。 

  執行部の皆さんにお願いします。毎回、当委員会を開催する際にご協力を求めていますが、発言は必ず委員

長の許可を受けてから行ってください。また、最初の発言の際は所属と氏名を名のってから発言いただくよう

お願いします。 

  それでは、審査に入ります。 

  議案第６２号、令和５年度鳥羽市一般会計補正予算（第１０号）の概要と歳入、第３表地方債補正について、

執行部の説明を求めます。 

  副市長。 

○立花副市長 おはようございます。副市長の立花でございます。よろしくお願いいたします。 

  予算決算常任委員会の審査に当たりまして、私からは議案第６２号から議案第６７号までの令和５年度一般

会計及び各特別会計の補正予算案につきまして、改めてご説明申し上げます。 

  議案第６２号、令和５年度鳥羽市一般会計補正予算（第１０号）につきましては、歳入歳出ともそれぞれ

７,８００万円を追加し、補正後の総額を１３８億５００万円とするものです。 

  また、繰越明許費補正として６件を追加するほか、地方債補正では９件の変更を計上しております。 

  次に、議案第６３号から議案第６７号までの各特別会計における補正総額では、６,７３３万５,０００円の

減額となり、補正後の予算総額は７２億５,２６７万２,０００円となっております。 

  各会計における歳入歳出の詳細につきましては所管課長から説明させますので、ご審査賜りますようよろし

くお願いいたします。 

○南川則之委員長 税務課長。 

○世古税務課長 おはようございます。税務課、世古です。よろしくお願いします。 

  補正予算書１０ページ、１１ページをお願いします。 
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  市税につきまして、項別で説明させていただきます。 

  １款市税、１項市民税では、個人、法人合わせまして４,９２６万３,０００円の増額を計上しております。 

  目１個人につきましては、コロナ禍からの経済回復等により、営業所得、給与所得及び譲渡所得の増加に伴

い、市民税現年課税分所得割で１,２３０万１,０００円を増額しています。 

  目２法人につきましては、事業所の経営状況の回復に伴い、法人市民税現年課税分法人税割で３,３７８万

７,０００円を増額しています。 

  次に、３項軽自動車税、目１環境性能割につきましては、当初予算時に見込みました課税台数を下回る見込

みのため、１１５万３,０００円の減額を計上しております。 

  次に、４項市たばこ税につきましては、当初予算時の見込みよりたばこの消費本数が増加しているため、

１０２万８,０００円の増額を計上しています。 

  次に、５項入湯税につきましては、１０４万円の増額を計上しています。現年の課税分において、入湯客が

増加しているため、１０９万３,０００円の増額を見込みました。また、滞納繰越分につきましては、滞納繰

越額が確定したため５万３,０００円を減額しています。 

○南川則之委員長 企画財政課長。 

○中村企画財政課長 企画財政課長、中村です。よろしくお願いします。 

  引き続き、１０ページ、１１ページをお願いします。 

  ２款地方譲与税、１項地方揮発油譲与税でございます。実績を見込み、３００万円を減額するものでござい

ます。 

  ６款法人事業税交付金、１項法人事業税交付金でございます。県内の景気動向、回復などに伴い

１,４００万円を増額するものでございます。 

  １２、１３ページをお願いします。 

  ７款地方消費税交付金、１項地方消費税交付金でございます。地方消費税交付金の額確定によりまして

２,７４９万２,０００円を減額するものでございます。 

  ９款地方特例交付金、１項地方特例交付金でございます。地方消費税交付金の額確定によりまして６２万円

を減額するものでございます。 

  続いて、２項新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金ですが、実績を見込み２０１万

３,０００円を増額するものでございます。 

  １０款地方交付税、１項地方交付税でございます。普通交付税の確定によりまして１億７,６１５万

１,０００円を増額するものでございます。 

  １３款使用料及び手数料、１項使用料でございます。目３衛生使用料で、休日・夜間応急診療所使用料の実

績を見込み１６９万３,０００円を増額するものでございます。 

  ２項手数料でございます。目２衛生手数料で、休日・夜間応急診療所文書手数料の実績を見込み４万

１,０００円を減額するものでございます。 

  １４ページ、１５ページをお願いします。 

  １４款国庫支出金、１項国庫負担金でございます。目１民生費国庫負担金で、国民健康保険基盤安定制度負
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担金について、額の確定に伴い２７万円を減額し、特別障害者手当等給付費負担金の実績を見込み１２０万円

を減額するものでございます。 

  目５消防費負担金ですが、能登半島地震において緊急消防援助隊を派遣したことに伴い、緊急消防援助隊活

動費負担金を１１３万７,０００円増額するものでございます。 

  次に、２項国庫補助金でございます。 

  目１総務費国庫補助金、節１総務管理費補助金では、対象事業費の精査によりデジタル田園都市国家構想交

付金１１５万円を減額するものでございます。 

  節２戸籍住民登録費補助金では、すみません、この補助金が「補助」となって、切れてしまっています。ち

ょっと欠落してしまっていました。「金」が抜けております。申し訳ございません。戸籍住民登録費補助金で

は、戸籍並びに住民基本台帳のシステム改修に伴い、社会保障・税番号制度システム整備費補助金３９１万

７,０００円を増額するものでございます。 

  次に、目２民生費国庫補助金、節１社会福祉費補助金では、生活困窮者支援活動団体助成事業において事業

費が確定したことから、生活困窮者自立支援機能強化補助金３２７万７,０００円を減額するものです。 

  節２児童福祉費補助金では、コロナ感染症予防対策分の事業精査により、説明欄１、子ども・子育て支援交

付金２７万４,０００円を減額、同じく説明欄３、保育対策総合支援事業費補助金１８０万円を減額するもの

です。 

  次に、目３衛生費国庫補助金では、伴走型相談支援事業について事業費精査に伴う財源更正として、伴走型

相談支援及び出産・子育て応援給付金給付事業費補助金５３６万６,０００円を増額するものです。 

  次に、目５観光商工費国庫補助金では、スポーツ観光推進事業補助金等が補助対象外となったことから、デ

ジタル田園都市国家構想交付金１１３万３,０００円を減額するものです。 

  次に、目６土木費国庫補助金、節１土木管理費補助金では、空き家活用促進事業補助金の活用がなかったこ

とから社会資本整備総合交付金７５万円を減額、節２道路橋りょう費補助金では、各事業の精査に伴い、地方

道路整備分と河内ダム関連道路整備分を合わせて社会資本整備総合交付金５２９万１,０００円を減額するも

のです。 

  次に、目８教育費国庫補助金です。節１教育総務費補助金では、コミュニティースクールディレクター配置

事業について財源更正を行うため、学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金４２万７,０００円を減額す

るものです。 

  節２小学校費補助金で、児童用タブレットサポート事業について財源更正を行うため、公立学校情報機器整

備費補助金１０６万４,０００円を減額するものです。 

  節３中学校費補助金においても、小学校費と同様に４８万８,０００円を減額するものです。 

  １６ページ、１７ページをお願いします。 

  １５款県支出金、１項県負担金でございます。 

  目２民生費県負担金では、国庫負担金と同様に、国民健康保険基盤安定制度負担金について、保険基盤安定

負担金及び財政安定化支援事業費の確定に伴い２７８万２,０００円を減額するものです。 

  また、後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金については、後期高齢者医療広域連合への市町負担金等の確
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定に伴い１９８万１,０００円を減額するものです。 

  次に、目４土木費県負担金では、地籍調査費の負担金の額が確定したことから１,２７９万４,０００円を減

額するものです。 

  次に、２項県補助金でございます。 

  目１総務費県補助金では、津波避難路整備事業等について、県の補助対象となったことから、地域減災力強

化推進補助金１３０万９,０００円を増額するものです。 

  目２民生費県補助金では、国庫補助金同様、コロナ感染症予防対策分の事業精査により、地域子ども・子育

て支援事業費補助金２７万４,０００円の減、使用済み紙おむつ収集運搬処理業務の事業内容精査により、み

え子ども・子育て応援総合補助金５０万８,０００円を減額するものです。 

  目３衛生費県補助金では、説明欄５、海岸漂着物等対策事業補助金について、海岸漂着ごみ回収処理業務の

事業費確定に伴い３６２万１,０００円を減額するものです。説明欄６、伴走型相談支援及び出産・子育て応

援給付金給付事業費補助金について、国庫補助金同様に、事業費精算に伴う財源更正として６０２万

２,０００円、同様に事務費補助金２３５万９,０００円を減額するものです。 

  目４農林水産業費県補助金では、海底・漂流ごみ等処理業務について、事業費の確定に伴い海岸漂着物等対

策事業費補助金７９６万８,０００円を減額するものです。 

  目８教育費県補助金では、国庫補助と同様、コミュニティースクールディレクター配置事業について財源更

正を行うため、学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金１８万５,０００円を減額するものです。 

  次に、３項委託金では、目１総務費委託金で三重県議会議員選挙の事業費が確定したことから、三重県議会

議員選挙委託金３４２万６,０００円を減額するものです。 

  １８、１９ページをお願いします。 

  １７款寄附金、１項寄附金でございます。 

  目１総務費寄附金では、企業版ふるさと納税寄附金として４,２８０万円を増額するものです。 

  目３農林水産業費寄附金では、水産振興事業への寄附金として１,０００万円を増額するものです。 

  目４民生費寄附金では、社会福祉事業への寄附金として１０万円を増額するものです。 

  次に、１８款繰入金、２項基金繰入金です。 

  目１財政調整基金繰入金では、本補正において、歳入で市税や地方交付税などの増額や、歳出では財源更正

や不用額の整理などを行ったことから、１億２,７２０万８,０００円を減額するものです。 

  次に、目２減債基金繰入金では、財源の調整に伴い８,０００万円を減額します。 

  目３ふるさと創生基金繰入金では、各事業の確定に伴い、総務課分１５４万円、健康福祉課分２７７万

８,０００円、農林水産課分３４５万９,０００円、観光商工課分６５４万５,０００円、教育委員会分

９,０００円をそれぞれ減額、建設課分２０万円を増額するものです。 

  目４公共施設等管理適正化基金繰入金では、庁舎空調設備等改修工事及び管理業務において事業費が確定し

たことから、１,２９７万９,０００円を減額するものです。 

  目６観光振興基金繰入金では、人気キャラクターを活用した観光誘客促進事業並びにキャッシュレス決済推

進事業の事業費確定及びスポーツ観光振興事業補助金等について、財源更正を行うことから６４０万円を減額
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するものです。 

  次に、１９款繰越金、１項繰越金です。 

  目１繰越金では、前年度繰越金として１億１,３９３万８,０００円を増額するものです。 

  次に、２０款諸収入、４項雑入です。説明欄３、保健事業検診負担金ですが、健康診査、がん検診事業につ

いて不用額１０６万４,０００円を減額するものです。説明欄２４、三重県市町村振興協会市町村交付金につ

いて交付額が確定したことから、財源更正を行うため８２万３,０００円を減額するものです。 

  ２０ページ、２１ページをお願いします。 

  ２１款市債、１項市債です。 

  目４土木費、節１道路橋りょう債では、市単道路維持事業が市債対象となったことなどにより、地方道路等

整備事業債１,２００万円を増額するものです。 

  節２港湾債では、説明欄１、鳥羽港耐震対策事業負担金債について、県施工鳥羽港耐震対策事業における負

担金増により４０万円を増額、説明欄２、港湾施設整備事業債について、中之郷物揚げ場の対策工事を見直す

ため不用額２,５００万円を減額するものです。 

  節３都市計画債では、鳥羽ポンプ場流入ゲート巻き上げ機改修工事について事業費が確定したことから、都

市下水路整備事業債２８０万円を減額するものです。 

  目５消防債では、消防水利整備維持管理経費並びに消防施設整備維持管理経費における事業費精査により、

消防施設整備事業債２１０万円を減額するものです。 

  目６教育債では、給食調理場の備品購入について事業費が確定したことから、学校給食施設整備事業債

８０万円を減額するものです。 

  目７災害復旧債では、節１農林水産業施設災害復旧債で、市単災害事業において、市債対象事業となったこ

とから財源更正し、１７０万円を増額します。 

  また、節２公共土木施設災害復旧債でも、市単災害事業が市債対象事業となったことから財源更正し、道路

橋りょう災害復旧事業債で１１０万円、河川災害復旧事業債で３７０万円を増額するものです。 

  続きまして、補正予算書の６ページ、７ページをお願いします。 

  ６ページ、７ページ、第３表地方債補正の変更でございます。 

  地方道路等整備事業で限度額を１億４６０万円から１億１,６６０万円に、鳥羽港耐震対策事業負担金で限

度額を４００万円から４４０万円に、港湾施設整備事業で限度額を２,５００万円からゼロに、都市下水路整

備事業で限度額を２,３１０万円から２,０３０万円に、消防施設整備事業で限度額を４,４１０万円から

４,２００万円に、学校給食施設整備事業で限度額を１,６００万円から８０万円に、農地・農業用施設災害復

旧事業で限度額を１２０万円から２９０万円に、道路橋りょう災害復旧事業で限度額を１,３４０万円から

１,４５０万円に、河川災害復旧事業で限度額を１,２７０万円から１,６４０万円にそれぞれ変更するもので

ございます。 

  なお、起債の方法、利率等につきましては変更ございません。 

  以上で歳入の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○南川則之委員長 説明は終わりました。 
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  これより質疑を行います。 

  概要と歳入及び地方債補正についてご質疑はございませんか。よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○南川則之委員長 ご質疑もないようですので、説明員交代のため暫時休憩いたします。交代次第始めますので

よろしくお願いします。 

（午前１０時２２分 休憩） 

─────────────── 

（午前１０時２５分 再開） 

○南川則之委員長 休憩前に引き続き会議を再開します。 

  歳出の審査に入ります。 

  初めに、２款総務費、１１款公債費と１２款諸支出金について審査をします。 

（何事か発言する者あり） 

○南川則之委員長 先にもうやってしまいますか。企画財政課のほうから訂正があるということですので、先に

訂正の確認をさせていただきます。 

  企画財政課長。 

○中村企画財政課長 申し訳ございません。先ほどの歳入の説明でちょっと２か所間違いがございましたので、

訂正をさせていただきたいと思います。 

  まず、歳入の１２ページ、１３ページでございます。予算書の１２ページ、１３ページ、すみません。 

  ここの上から２段目、９款地方特例交付金のところでございます。これ６２万円減額ということですけれど

も、ここの理由を私、先ほど、地方消費税交付金の額確定によりというふうに説明させていただいたんですけ

れども、この理由が間違いでございまして、住宅ローン控除に係る特例交付金の額確定によるということで、

すみません、ここ１か所訂正です。文面の訂正ではございません。説明の訂正でございます。 

  もう１か所は、６ページ、７ページの地方債補正でございます。地方債補正の上から６番目でございます。

６番目の学校給食施設整備事業、ここの限度額の変更前を１,６００万円と発言させていただいたんですが、

これが間違いでございまして、１６０万円でございます。 

  以上、申し訳ございません。訂正よろしくお願いします。 

○南川則之委員長 企画財政課長のほうから訂正がありました。財務担当の職員も同席しておったので、ちょっ

と言ってもらうとよかったと思います。 

  続けます。戻って、もう一度やらせていただきます。 

  これから歳出の審査に入ります。 

  初めに、２款総務費、１１款公債費と１２款諸支出金について審査します。 

  説明はまとめて行い、質疑は款ごとに行います。 

  また、２款総務費のうち健康福祉課、農林水産課、観光商工課、市民課の各所管分については、３款民生費、

５款農林水産業費、６款観光商工費の説明の前にそれぞれの説明を受けたいと思いますので、委員並びに執行

部の皆さんはご承知おき願います。 



－9－ 

  それでは、担当課の説明を求めます。 

  総務課長。 

○濱口総務課長 おはようございます。総務課長の濱口です。よろしくお願いします。 

  それでは、補正予算の概要の５ページ、まず上段のほうをお願いします。 

  中事業名、給与等管理でございます。予算要求額２,６２２万５,０００円を計上しております。普通退職等

２名による退職手当の補正をするものでございます。 

  次に、下段をお願いします。 

  庁舎等維持管理業務で１,２９７万９,０００円の減額を計上しております。内容といたしましては、庁舎空

調設備等改修工事及び監理業務が完了し、事業費が確定しましたことから、不用額を補正するものでございま

す。 

  ６ページをお願いします。 

  下段になります。 

  積立金（基金）で５,０００万円を計上しております。単年度におけます財政負担を緩和するため、職員退

職手当基金への積立金を補正…… 

（何事か発言する者あり） 

○濱口総務課長 すみません。 

○南川則之委員長 地方創生企画経営担当副参事。 

○斎藤副参事 企画財政課、斎藤です。よろしくお願いいたします。 

  補正予算書、概要６ページ、上段をご覧ください。 

  中事業名、積立金（基金）１億９,７８０万円でございます。企業版ふるさと納税寄附金をふるさと創生基

金に積み立てるほか、公共施設の除却事業等における後年度の財政負担を平準化するため、公共施設等管理適

正化基金への積立てを増額補正するものです。 

○南川則之委員長 濱口課長。 

○濱口総務課長 すみません。失礼しました。 

  次に、６ページ下段になります。 

  積立金（基金）で５,０００万円を計上しております。単年度におけます財政負担を緩和するため、職員退

職手当基金への積立金を補正するものでございます。 

○南川則之委員長 副参事、どうぞ。 

○寺本副参事 総務課防災危機管理担当、寺本です。よろしくお願いいたします。 

  補正予算の概要８ページ下段をお願いいたします。 

  中事業名、地震対策推進事業でございます。予算額は３８万１,０００円の減額を計上しております。内容

といたしましては、津波避難路整備事業について事業費の確定及び県の地域減災力強化推進補助金の対象とな

ったことから、不用額の減額及び財源更正を行うものでございます。 

  続いて、９ページ上段をお願いいたします。 

  中事業名、自主防災組織等支援事業でございます。内容といたしましては、自主防災組織等支援事業につい
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てデジタル田園都市国家構想交付金の補助対象外となったことから、財源更正を行うものでございます。 

○南川則之委員長 斎藤副参事。 

○斎藤副参事 予算書概要の９ページ下段になります。 

  地域おこし協力隊事業（浦村町）２０７万１,０００円の減額補正でございます。本事業については、今浦

地区に配属していた地域おこし協力隊員が令和５年１２月末日をもって退任したことから、不用額を減額補正

するものです。 

○南川則之委員長 濱口課長。 

○濱口総務課長 続きまして、１０ページの上段をお願いします。 

  庁内情報化推進事業で２００万円を減額するものでございます。入札によりますパソコン購入に係る契約金

額の確定に伴いまして、不用額を補正するものでございます。 

○南川則之委員長 定期船課長。 

○山本定期船課長 定期船課、山本です。よろしくお願いします。 

  説明資料の下段をお願いします。 

  中事業名、地域交通事業としまして予算額３３５万８,０００円を減額するものです。主な内容は、毎年鉄

道等のダイヤ改正に合わせてかもめバスのダイヤ改正を行った場合の費用として、かもめバス開設業務委託料

２３２万９,０００円を予算化しておりましたが、今回は定期船のダイヤ改正に合わせて、令和６年８月に定

期船とかもめバスを合わせて令和６年度当初予算において実施することにしましたので、令和５年度分の事業

費全額を減額させていただきます。 

  もう１つのかもめバス臨時運行業務委託料につきましては、麻生の浦大橋の改修工事に伴う臨時バス運行に

おいての事業費が実績により確定しましたので、予算残額１０２万９,０００円を減額させてもらいます。こ

の事業につきましては、運行日数６月５日から７月５日までの２０日間で運行させてもらいました。利用者に

つきましては、往復延べ１,４６０人の利用がございました。 

  以上、地域交通事業の説明とさせていただきます。 

○南川則之委員長 選挙管理委員会書記長。 

○濱口選挙管理委員会書記長 それでは、補正予算の概要の１２ページのほうをお願いします。 

  選挙管理委員会の補正について説明のほうをさせていただきます。 

  まず、上段です。三重県議会議員選挙費でございます。予算額といたしまして３４２万６,０００円の減額

を計上しております。令和５年４月９日の三重県議会議員選挙執行に伴いまして事務費が確定しましたことか

ら、不用額を補正するものでございます。 

  次に、下段でございます。鳥羽市議会議員選挙費では３９５万７,０００円の減額を計上しております。令

和５年４月２３日の鳥羽市議会議員選挙執行に伴いまして事務費が確定しましたことから、不用額のほうを補

正するものでございます。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○南川則之委員長 斎藤副参事。 

○斎藤副参事 ３９ページまで飛びます。３９ページ上段をご覧ください。 
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  中事業名、長期債償還元金５万６,０００円でございます。長期債償還元金の利率見直しによる元金の増額

に伴い、増額補正をお願いするものです。 

  続きまして、その下段、中事業名、長期債償還利子９４８万７,０００円の減額補正でございます。長期債

償還金の利率見直しにより不用額となる長期債償還利子を減額補正するものです。 

  続きまして、４０ページをご覧ください。上段になります。 

  中事業名、定期航路事業特別会計繰出金１,２００万円でございます。定期航路事業特別会計への繰出金に

ついて、定期航路の維持のほか、定期航路収入等の減収が見込まれることから、増額補正をお願いするもので

す。 

  内容の詳細につきましては、特別会計のところで定期船課よりご説明申し上げます。 

  以上となります。 

○南川則之委員長 担当課の説明は終わりました。 

  初めに、２款総務費でただいま説明を受けました事業についてご質疑はございませんか。概要の５ページか

ら１２ページまでの間で説明を受けた分ということでよろしくお願いします。 

  よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○南川則之委員長 ご質疑もないようですので、続いて、１１款公債費と１２款諸支出金についてご質疑はござ

いませんか。３９ページ、４０ページの範囲です。 

（「なし」の声あり） 

○南川則之委員長 よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○南川則之委員長 ご質疑もないようですので、説明員交代のため暫時休憩いたします。１０分間休憩いたしま

す。 

（午前１０時３８分 休憩） 

─────────────── 

（午前１０時４３分 再開） 

○南川則之委員長 休憩前に引き続き会議を再開します。 

  続いて、３款民生費から４款衛生費を主に審査しますが、まず初めに、２款総務費のうちの健康福祉課所管

分及び市民課所管分の説明をお願いいたします。その後、３款民生費、４款衛生費を順番に説明していただき、

７款土木費の環境課所管分の説明が最後となりますので、よろしくお願いします。 

  なお、繰越明許についても併せて説明をお願いいたします。 

  それでは、担当課の説明を求めます。 

  健康福祉課長。 

○榎健康福祉課長 健康福祉課長の榎です。よろしくお願いします。 

  健康福祉課の予算ですけれども、補正予算書の概要７ページの上段をご覧ください。 

  ２款総務費、目５財産管理費からでございます。 
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  中事業名、積立金（基金）で予算額１０万円を計上しております。社会福祉事業への寄附金１件、１０万円

を頂いたことから歳入し、福祉基金に積立てを行うものです。 

  以上です。 

○南川則之委員長 市民課長。 

○中井市民課長 おはようございます。市民課、中井です。どうぞよろしくお願いします。 

  それでは、補正予算等の概要の１１ページ上段をお願いいたします。 

  戸籍事務におきまして予算額１２６万１,０００円を計上しております。戸籍の付票への氏名の振り仮名記

載等に対応するための機能の追加に係るシステム改修経費の計上のほか、１２月会議で補正を議決いただいた

社会保障・税番号制度システム整備費補助金の増額に伴う財源更正を行います。また、戸籍の付票への氏名の

振り仮名記載等に対応するためのシステム改修業務について、改修に係る仕様の確定が国より示されていない

ことから、年度内に業務の完了が見込めないため、繰越明許費を計上いたします。主な経費は電算委託料で、

主な財源としては、財源更正と合わせ、社会保障・税番号制度システム整備費補助金を充当いたします。なお、

繰越明許費につきましては、下段の住民基本台帳事務と併せて説明させていただきます。 

  続きまして、下段、住民基本台帳事務です。これは戸籍事務と同じく、１２月会議で補正を議決いただいた

住民票等への振り仮名記載等に対応するためのシステム改修に係る社会保障・税番号制度システム整備費補助

金の増額に伴う財源更正を行うものでございます。また、これも同じく、システム改修に係る仕様の確定が国

より示されていないことから、年度内に業務の完了が見込めないため、繰越明許費を計上しております。 

  それでは、補正予算書４ページをご覧ください。 

  第２表、繰越明許費補正でございます。 

  １番上と２段目でございます。 

  ２款総務費、３項戸籍住民登録費において、戸籍事務事業で６３４万３,０００円、住民基本台帳事務事業

で７４１万８,０００円を追加するものでございます。事業の内容はさきに説明申し上げたとおり、戸籍の付

票及び住民票等への氏名の振り仮名記載等に対応するためのシステム改修でございます。 

  提出いたしました追加資料で少し補足をさせていただきます。当初予算のときにもお使いいただいた同じ資

料でございます。「戸籍及び住民票等にかかる氏名の振り仮名記載等業務のスケジュール（仮）」となってい

ます。市民課１という資料でございます。当初予算の際にも説明申し上げましたが、上段が法務省、下段が総

務省となっております。繰越しに係るものはこの中での総務省の部分でございます。 

  第２表における戸籍事務事業の６３４万３,０００円は、中事業、戸籍事務の戸籍の付票関連の１２月会議

でお認めいただいた５０８万２,０００円と今回補正を計上する１２６万１,０００円のこれの合計でございま

す。また、第２表における住民基本台帳事務の７４１万８,０００円は１２月会議でお認めいただきました中

事業、住民基本台帳事務の５８２万円と１５９万８,０００円の合計となります。 

  総務費は以上でございます。 

○南川則之委員長 先ほど言わせてもらったように、説明は続けてください。 

  健康福祉課長。 

○榎健康福祉課長 健康福祉課所管の３款民生費の説明をさせていただきます。 
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  概要の１３ページ、上段をお願いします。 

  中事業名、社会福祉総務一般管理経費で、予算額２６５万円の減額を計上しております。主に会計年度任用

職員人件費の不用額を減額補正するものです。 

  続きまして、同ページ下段をお願いします。 

  中事業名、生活困窮者自立支援事業で、予算額３２７万７,０００円の減額を計上しております。生活困窮

者活動団体助成事業について事業費が確定したことから、不用額を補正するものです。 

○南川則之委員長 中井課長。 

○中井市民課長 続きまして、補正予算等の概要１４ページの上段でございます。 

  国民健康保険事業特別会計繰出金で、予算額１,１９７万８,０００円の減額を計上しております。保険基盤

安定制度負担金、財政安定化支援事業費の確定等に伴いまして、国民健康保険事業特別会計への繰出金を補正

するものでございます。内容の詳細については、特別会計にて説明をさせていただきます。 

  以上です。 

○南川則之委員長 榎課長。 

○榎健康福祉課長 続きまして、概要の１４ページ下段をお願いします。 

  中事業名、介護保険事業特別会計繰出金で、予算額８７８万５,０００円の減額を計上しております。介護

給付費や鳥羽志勢広域連合分担金等の減額に伴う拠出金の減額を補正するものでございます。 

○南川則之委員長 中井課長。 

○中井市民課長 続きまして、概要の１５ページ上段をお願いいたします。 

  後期高齢者医療特別会計繰出金で、予算額１,７８１万５,０００円の減額を計上しております。後期高齢者

医療特別会計における後期高齢者医療広域連合への市町負担金等の確定等に伴いまして、後期高齢者医療特別

会計への繰出金を補正するものでございます。これも内容の詳細につきましては、特別会計にて説明をさせて

いただきます。 

○南川則之委員長 榎課長。 

○榎健康福祉課長 同ページの下段をお願いします。 

  中事業名、特別障害者手当等給付事業で、予算額１６０万円の減額を計上しております。扶助費の不用額を

減額補正するものでございます。 

  以上です。 

○南川則之委員長 子育て支援担当副参事。 

○北村副参事 健康福祉課子育て支援担当副参事の北村です。よろしくお願いします。 

  それでは、補正予算等の概要の１６ページ上段をお願いします。 

  放課後児童健全育成事業として６０万円を減額計上しております。子ども・子育て支援交付金の補助要綱に

変更があり、事業内容を精査したことから不用額を補正します。 

  次に、同ページ下段をお願いします。 

  子育て支援センター事業として２１万円を減額計上しております。子ども・子育て支援交付金の補助要綱に

変更があり、事業内容を精査したことから不用額を補正します。 
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  次に、１７ページ上段をお願いします。 

  保育所運営事業として２８９万５,０００円を減額計上しております。保育対策総合支援事業費補助金及び

子ども・子育て支援事業費補助金の補助要綱に変更があり、事業内容を精査したことから財源更正及び不用額

を補正します。また、使用済み紙おむつ収集運搬処理業務の不用額を補正します。 

  民生費は以上となります。 

○南川則之委員長 地域医療担当副参事。 

○田畑副参事 健康福祉課地域医療担当副参事、田畑です。よろしくお願いいたします。 

  ４款衛生費の説明をさせていただきます。 

  概要の１７ページ下段をお願いします。 

  中事業名、保健衛生総務一般職員給与費（健康福祉課）につきまして、県補助金から一般財源に１９万

２,０００円の財源更正を行います。 

  続きまして、概要の１８ページ上段をお願いいたします。 

  中事業名、健康診査・がん検診事業で、予算額７７７万１,０００円の減額を計上しております。がん検診

等の委託料の不用額を減額補正するものです。 

  続きまして、同ページの下段をお願いします。 

  中事業名、予防接種事業で、予算額８５４万３,０００円の減額を計上しております。予防接種委託料の不

用額を減額補正するものです。 

  続きまして、概要の１９ページ上段をお願いします。 

  中事業名、伴走型相談支援等事業で、事業費の精査に伴い不用額として予算額３３４万４,０００円の減額

を計上するとともに財源の更正を行います。 

○南川則之委員長 環境課長。 

○上村環境課長 環境課、上村です。よろしくお願いいたします。 

  それでは、概要は１９ページの下段をお願いいたします。 

  中事業名、漂流漂着ごみ撲滅事業では４０８万７,０００円の減額でございます。今年度も地域からの要望

がなく、事業費が確定したことにより、減額をさせていただきます。 

○南川則之委員長 田畑副参事。 

○田畑副参事 続きまして、概要の２０ページ上段をお願いします。 

  中事業名、鳥羽市休日・夜間応急診療所で、不用額として予算額１１２万６,０００円の減額を計上すると

ともに財源更正を行います。 

  続きまして、同ページ下段をお願いします。 

  中事業名、へき地診療所運営事業で、予算額５９３万９,０００円の減額を計上しております。今年度、鏡

浦診療所及び石鏡分室の月曜日の診療について市立診療所医師が担当することとしたため、三重大学派遣医師

の交渉費の不用額を減額補正します。また、県から派遣いただいている神島と桃取診療所の医師の人件費が確

定したことから、県への負担金に係る不用額を補正します。 

  続きまして、繰越明許費の説明をさせていただきます。ページが少し飛びますが、概要の４１ページ上段を
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お願いします。 

  中事業名、新型コロナウイルスワクチン接種事業につきまして、令和５年度までの臨時接種に係る市外接種

費用の支払いや物品処分等について次年度も引き続き対応します。新型コロナウイルスワクチンの臨時接種に

係る国庫補助金については令和５年度で終了となりますが、残務については、令和５年度に交付決定を受けた

国庫補助金を繰越しし、活用したいと考えていることから、繰越明許費１４６万２,０００円を計上しており

ます。 

○南川則之委員長 上村課長。 

○上村環境課長 それでは、概要は２１ページへお戻りいただきたいと思います。 

  中事業名、市清掃センター塵埃処理事業では１５３万９,０００円の減額でございます。清掃センター委託

料での入札差金の減額となります。 

  続きまして、概要は同ページ下段、中事業名、一般廃棄物処理事業で２０３万７,０００円の減額です。委

託料において可燃・不燃物の収集運搬業務に係る経費が確定したことにより９９万２,０００円の減額、また、

指定ごみ袋製造販売業務の経費が確定したことにより１０４万５,０００円の減額でございます。 

  続きまして、概要２２ページ上段をお願いいたします。 

  中事業名、広域ごみ処理事業で１,７０１万６,０００円の減額です。やまだエコセンター管理関係分担金が

確定したことから減額補正を計上しております。 

  続きまして、概要は同ページ下段、中事業名、離島一般廃棄物処理業務で７５万７,０００円の減額です。

こちらは事業費が確定したことにより減額いたしますが、委託料は離島ごみの収集運搬業務とダイオキシン類

の測定業務で入札差金でございます。 

  次に、概要は２３ページの上段をお願いいたします。 

  中事業名、し尿処理事業で１,５０７万１,０００円の減額です。鳥羽志勢クリーンセンター管理関係分担金

が確定したことによる減額でございます。 

  次に、概要は３１ページへお願いいたします。 

  中事業名、特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金では、繰出金で１,０５０万２,０００円の増額補正

をお願いするものです。なお、詳細については、特定環境保全公共下水道事業特別会計で説明させていただき

ます。 

  以上、総務費、民生費、衛生費、土木費に係る市民課、健康福祉課、環境課の補正予算です。よろしくご審

議いただきますようお願いいたします。 

○南川則之委員長 執行部の説明は終わりました。 

  委員の皆さんには、予算書のページ数が飛びますので、ページを指定させていただきますので確認お願いし

ます。 

  初めに、２款総務費で健康福祉課及び市民課所管分について、ページ数は７ページの上段と１１ページにな

ります。ご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○南川則之委員長 よろしいですか。 
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（「はい」の声あり） 

○南川則之委員長 ご質疑もないようですので、次に、３款民生費について、１３ページ上段から１７ページ上

段についてご質疑はございませんか。 

  濱口委員。 

  ページ数と中事業名を言ってください。 

○濱口正久委員 １３ページの上段の社会福祉総務一般管理経費についてちょっと教えていただきたいんですけ

れども、これ、会計年度の育児休暇で資格を有する代替者が見つからずに、とあります。実際やってみて問題

がなかったのかというのと、それと、一般事務が配置した中でその方が兼務していたのか、数字がちょっと、

予算書を見ていても減額しか分からなかったので、どういうふうにやっていたのか教えていただけますか。 

○南川則之委員長 吉川課長補佐。 

○吉川課長補佐 健康福祉課、吉川です。 

  有資格者が育児休暇を取って、その後、やっぱり社会福祉士とか、精神保健福祉士の資格を持った方という

のはなかなか来ていただけない。それで以前から探しておったんですけれども、事務はたまってきますんで一

般事務を採用したということです。一般事務ですから有資格者の仕事はできないんですけれども、やりくりを

しながら１年間しのいだという状況です。 

○南川則之委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 そうすると、それで問題なくやってこられたんですか。問題が、資格のところはちょっとある

かと思うんですけれども、その一般事務の人の予算は別のところで上がってきているということですね。分か

りました。ありがとうございます。ここに見えなかったので、残業していたりとかということがもしあれば、

どこかに載っているのかなと思いましたけれども。 

○南川則之委員長 分かりました。 

  ほかにございませんか。１３ページから１７ページです。 

  よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○南川則之委員長 ご質疑もないようですので、続いて、４款の衛生費です。１７ページの下段から２３ページ

の上段、飛んで４１ページの上段の明許繰越費ということで、４款衛生費についてご質疑はございませんか。 

  尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 １８ページの健康診査、これ減額の人数、どういうことか教えて、下の予防接種も。 

○南川則之委員長 中村課長補佐。 

○中村課長補佐 健康福祉課の健康係の中村です。よろしくお願いします。 

  まず、今回減額させていただいていますがん検診ですけれども、がん検診のこの事業につきましても、大き

くは集団検診といって、こちらがバスをチャーターしてやる検診もあれば、個別でやる検診もありますので、

集団がん検診だけ実績を申し上げますと、前年度の実績に比べて７７人減額となっております。そのほかにも

個別で検診を受けていただいているのもあるんですが、今現在で３月分の請求がまだ来ておりませんので、あ

くまで４年度の３月分の実績を踏まえて、なおかつ不用額が発生すると思われる額をそのがん検診、それから、
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その下の予防接種もそうですけれども、今回、減額補正をさせていただいております。 

  以上です。 

○南川則之委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 下の予防接種に関しては。 

○南川則之委員長 中村課長補佐。 

○中村課長補佐 こちらに関しましても、詳しい人数というのは、まだ３月分が来ないので確定ができないんで

すが、この補正要求をした段階での４年度の実績を比べますと明らかに減っておりましたので、このまま仮に

４年度の補正要求を上げた以降の実績をおいたとしても、これだけ不用額が出るということで、今回この分を

減額補正させていただいております。 

  以上です。 

○南川則之委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 この予防接種のほうは、おおよそ何人ぐらいが受けに来ていないのか。今現在で分かっておる

数字、お願いします。 

○南川則之委員長 尾﨑委員、３月末にならんと確定はしない…… 

○尾﨑 幹委員 ３月が入ってこないと全体が分からんという話なんやけれども、それまで入っている人数とい

うか、前年度、令和４年に対して予算をつけてきたと思うんです。これ、かなりの数字ですよね。ということ

は、前年度よりどんだけ減を予測しておるか。それと、今現在、何人に対して何人が受けているか。３月まで

は集計していないですか。 

（「そうですね、ちょっと、はい。まだ集計が」の声あり） 

○南川則之委員長 この８５４万という予測は分からんですか、大体という。 

○中村課長補佐 あくまで要求をした段階で前年度と比較しまして、仮にそれ以降で同じ請求が来たとしても、

これだけ差額が出るという形で置かせてもらいましたので、ちょっと人数に換算しますと、今、手持ちではデ

ータを持っておりませんので申し訳ございません。 

○南川則之委員長 ということですので、尾﨑委員、いいですか。 

○尾﨑 幹委員 分かりました。ありがとうございます。 

○南川則之委員長 また決算で確認してください。 

  ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○南川則之委員長 よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○南川則之委員長 ご質疑もないようですので、続いて、７款土木費のうち環境課所管分についてご質疑はござ

いませんか。３１ページの下段です。 

（「なし」の声あり） 

○南川則之委員長 よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 
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○南川則之委員長 ご質疑もないようですので、説明員交代のため暫時休憩いたします。 

（午前１１時０５分 休憩） 

─────────────── 

（午前１１時１０分 再開） 

○南川則之委員長 休憩前に引き続き会議を再開します。 

  続いて、５款農林水産業費から６款観光商工費を主に審査しますが、まず初めに、２款総務費のうち農林水

産課及び観光商工課所管分の説明をお願いします。その後、５款農林水産業費から６款観光商工費を順番に説

明いただき、最後に、１０款災害復旧費の農林水産課所管分の説明をお願いしたいと思います。なお、繰越明

許についても併せて説明をお願いいたします。 

  それでは、担当課の説明を求めます。 

  農林水産課長。 

○吉川農林水産課長 農林水産課、吉川です。よろしくお願いいたします。 

  補正予算の概要は７ページ下段、補正予算書は１８、１９ページをお願いいたします。 

  積立金（基金）ですが、水産振興事業への寄附金として市外在住の匿名希望の方より１,０００万円を頂き

ましたので、ふるさと創生基金に積み立てるため補正をいたします。 

○南川則之委員長 観光商工課長。 

○高浪観光商工課長 観光商工課、高浪です。よろしくお願いします。 

  ８ページ上段をご覧ください。 

  観光振興事業で７２万８,０００円を増額補正いたします。入湯税納入額の増収見込みに伴い、観光振興基

金への積立金を補正いたします。 

○南川則之委員長 続けてやってください。 

  吉川課長。 

○吉川農林水産課長 続きまして、概要の２３ページ下段をお願いいたします。 

  漁業者応援事業ですが、海洋環境の悪化に合わせ新たな取組を行う漁業者グループでの取組を対象とした漁

獲高向上事業で事業費が確定したことから、２００万円を減額補正するものです。 

  続きまして、概要の２４ページ上段をお願いいたします。 

  海女文化継承啓発事業は、海女漁業応援事業と海女漁業労務環境整備事業について事業費が確定したことか

ら、合わせて１４５万９,０００円を減額補正するものです。 

  続きまして、概要の３７ページ下段をお願いいたします。 

  農地・農業用施設災害復旧事業は、昨年６月２日から３日にかけての豪雨により被災した農業用施設につい

て、農地・農業用施設災害復旧事業債の事業の対象となったことから、１７０万円の財源更正を行います。 

  最後になりますが、概要は４１ページ下段をお願いいたします。 

  漁港整備事業は、本浦漁港、安楽島漁港の護岸工事の測量設計業務について、今年度は測量を行いましたが、

その結果、想定していた箇所以外で新たに修繕が必要な箇所も判明しましたので、水産庁と工法の検討や事業

計画の変更についての調整に日数を要したことと、坂手漁港の工事においては、夜間に作業を行うに当たり地
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元との調整に日数を要したことから、年度内での完了が見込めないため、６,５５３万円を繰り越すものでご

ざいます。 

  すみません。２４ページも、１つ漏れていました。申し訳ないです。２４ページ下段をご覧ください。 

  漁港漁場管理業務です。７９６万８,０００円の減額補正を行うものです。これは海底・漂流ごみ等処理業

務委託について事業費が確定したことから、減額をするものです。 

  以上、農林水産業費の説明を終わります。 

○南川則之委員長 高浪課長。 

○高浪観光商工課長 よろしくお願いします。 

  補正予算等の概要は２５ページ上段をご覧ください。 

  観光振興推進事業で１６６万６,０００円の減額補正を行います。人気キャラクターを生かした観光誘客促

進事業について事業費の確定に伴い不用額を減額補正するほか、伊勢志摩ＭａａＳ負担金についてデジタル田

園都市国家構想交付金を活用するため、財源更正を行います。 

  同じく、下段をご覧ください。 

  多様な旅行者の受入推進事業で、スポーツ観光推進事業補助金及び大学ゼミ合宿支援事業補助金等について、

デジタル田園都市国家構想交付金の補助対象外となったことから、財源更正を行います。 

  ２６ページ上段をご覧ください。 

  商業活性化事業で１,３５４万５,０００円を減額補正いたします。令和５年１０月に実施したキャッシュレ

ス決済推進事業について事業費が確定したことから、不用額を補正いたします。 

  下段をご覧ください。 

  企業誘致促進事業で２８万３,０００円を減額補正いたします。松尾工業団地企業誘致事業補助金について

工業団地の賃料無料期間が確定したことから、不用額を補正いたします。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○南川則之委員長 執行部の説明は終わりました。 

  初めに、２款総務費のうち農林水産課及び観光商工課所管分、ページ数は７ページ下段から８ページ上段と

いうところで、ご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○南川則之委員長 よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○南川則之委員長 ご質疑もないようですので、続いて、５款農林水産業費について、ページ数は２３ページ下

段から２４ページ下段、それと４１ページの繰越明許の部分ですけれども、ご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○南川則之委員長 よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○南川則之委員長 ご質疑もないようですので、続いて、６款観光商工費について、ページ数は２５ページの上

段から２６ページの下段ということで、その範囲でご質疑はございませんか。 



－20－ 

（「なし」の声あり） 

○南川則之委員長 よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○南川則之委員長 ご質疑もないようですので、次に、最後、１０款災害復旧費の農林水産課所管分についてご

質疑はございませんか。３７ページの下段です。 

（「なし」の声あり） 

○南川則之委員長 よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○南川則之委員長 ご質疑もないようですので、説明員交代のため暫時休憩いたします。１０分間休憩いたしま

す。 

（午前１１時１９分 休憩） 

─────────────── 

（午前１１時２２分 再開） 

○南川則之委員長 休憩前に引き続き会議を再開します。 

  続いて、７款土木費、８款消防費、９款教育費及び１０款災害復旧費の建設課所管分を審査します。なお、

繰越明許についても併せて説明をお願いします。 

  それでは、担当課の説明を求めます。 

  建設課長。 

○高村建設課長 こんにちは。建設課の高村です。よろしくお願いいたします。 

  補正予算の概要書の２７ページをお願いいたします。 

  上段から、７款土木費の中事業名ですけれども、建築物耐震化促進事業です。こちら財源更正についてお願

いするもので、木造住宅の除却の補助金です。これは離島の上乗せ分のところですけれども、実績件数の増加

により財源更正をお願いするものでございます。 

  その次、下段になります。 

  空き家活用促進事業です。こちらは２１０万円の減額補正をお願いするものです。内容ですが、鳥羽市空家

等対策計画に基づきまして空き家の利活用を図るため、リフォームや家財処分に要する補助金を計上しており

ました。その補助金制度を活用していただきますように、空き家バンクの契約をしていただいた方に補助金の

内容をお話しさせていただいたり、不動産協会等に周知のチラシを作成するなど、周知活動に努めてまいりま

したが、申請がなかったことから不用額を補正するということで１８０万円減額と、管理不全空家等の所有者

の調査業務におきまして、事業費が確定しましたということで３０万円減額、トータル２１０万円減額補正を

するものでございます。 

  続きまして、２８ページの上段をお願いいたします。 

  こちらは地籍調査事業で、予算額のところですが、１,６８９万６,０００円減額補正するものでございます。

こちらは、内容といたしましては、地籍調査を一生懸命進めようということで市のほうはしっかりと予算要求

をしておったんですけれども、国のほうの内示の補助金、与えていただくお金が低かったということで、申請



－21－ 

に対して約５７％程度しか予算がついてこなかったというのが主な減額要素でございます。内容につきまして

は、進めておる地籍調査事業において県負担金の額が確定したことから、先ほどの内示差と確定額のところで

不用額を補正しますということで、１,６８９万６,０００円減額補正をお願いします。 

  続きまして、下段の道路維持業務につきまして、こちらも財源更正となります。こちらは市単独の道路維持

事業につきまして、市の単独費として計上しておったんですけれども、総務省のお金、市債・債務が使えると

いうことで財源更正を行うものでございます。９３０万円の更正を行います。 

  右、２９ページお願いいたします。上段になります。 

  こちらは地方道路整備（交付金）事業となります。こちらは予算額１１０万５,０００円減額補正するもの

ですが、これ見え方としまして、減額しておりますので国にお金を返しておるように見えるんですけれども、

これは違いまして、先ほどの地籍調査と同じでございまして、国に対する予算要求に対しまして国の内示する

額が低かった、その差分でございます。当初は約３５５万円ほど減額やったんですけれども、その後、ここに

あります鳥羽安楽島線の舗装工事で約２４０万円補正を頂きまして、その差が１１０万５,０００円の減額補

正というところでございます。主な経費のところにつきましては、軽微な変更で測量とか、工事の中で予算流

用をした結果でございます。あと、繰越明許費としまして、年度内に完成しないものにつきましては繰越手続

を取っております。 

  次、下段となりますが、河内ダム関連道路整備事業でございます。４２５万円の減額でございます。こちら

は、県が施工する２級河川鳥羽河内川、こちら鳥羽河内ダムになりますが、その治水ダムの建設事業に伴う工

事用道路につきまして市が負担する分の負担額が確定したことから、不用額を補正するものでございます。 

  続きまして、３０ページお願いいたします。 

  県施工港湾事業負担金で予算額が４０万円です。内容ですが、県がする鳥羽港、中之郷の岸壁の耐震対策事

業におきまして、当初見込みの事業費、県のほうが事業費増額となりましたので、市が負担する費用について

補正するものでございます。 

  続きまして、下段、港湾施設整備事業で、予算額ですけれども２,０８９万７,０００円の減額でございます。 

  こちら少し内容を丁寧にご説明させていただきたいのですが、当初、中之郷の物揚げ場につきましては、修

繕工事を行うための設計業務を２,５００万円計上しておりました。しかし、今年度に入りまして、内容を見

ますと抜本的な対策工事が必要であるということが分かってきたことと、その工事には相当な費用がかかって

くるということが分かってまいりました。またその後、こちら鳥羽港の港湾管理者は三重県です。今の中之郷

の物揚げ場の岸壁の管理者は我々市になるんですけれども、今与えられる補助の制度の内容としまして、港湾

管理者の三重県が施工する場合にあっては補助金は使えるんですけれども、施設管理者の市が施工する場合に

あっては補助金が下りないというところがちょっと分かってまいりましたので、当初修繕を設計するとしてい

た２,５００万円につきましては減額補正をさせていただきまして、ただ、そこを利用される方々の安全を確

保するためにということで、必要な安全対策としまして敷き鉄板を敷設するということで４００万円、一般財

源をちょっと使用させていただきまして、それのトータル収支としまして、減額補正が約２,０００万円とい

うところの内容でございます。 

  続きまして、３１ページお願いいたします。 



－22－ 

  都市下水路管理というところで３０６万１,０００円です。こちらも請負差金等との内容でございまして、

鳥羽ポンプ場の流入ゲート巻き上げ機の改修工事につきまして事業費が確定したことから、不用額を補正する

ものでございます。 

  ７款土木費、建設課については以上です。 

○南川則之委員長 消防長。 

○勢力消防長 消防本部、消防長の勢力です。どうぞよろしくお願いします。 

  消防費の補正予算についてご説明いたします。 

  まずは、訂正をお願いいたします。 

  補正予算概要の３３ページ下段をお願いします。 

  中事業名、消防施設整備維持管理経費で、財源更正額がマイナス表記、白三角となっていますが、正しくは、

増のプラス表記の１４０万円の誤りです。大変申し訳ございませんでした。よろしくお願いします。 

  それでは、引き続き説明をさせていただきます。 

  補正予算書、概要３２ページ上段をお願いします。 

  中事業名、消防一般管理経費におきまして、２２８万８,０００円の増額補正をお願いするものです。これ

は令和６年能登半島地震における緊急消防援助隊派遣に係る災害活動等の時間外手当の補正をお願いするもの

でございます。主な経費は、時間外勤務手当として２２８万８,０００円をお願いします。主な財源は、緊急

消防援助隊活動費負担金です。 

  同ページ下段をお願いします。 

  中事業名、消防団活性化対策事業におきまして、消防団員の年報酬及び福祉共済の掛金の差額について

２１９万３,０００円の減額補正をお願いするものでございます。 

  続きまして、補正予算書３３ページ上段をお願いします。 

  中事業名、消防水利維持管理経費におきまして事業費が確定したことから、消防施設整備事業債の財源更正

を行います。 

  続きまして、下段をお願いします。 

  中事業名、消防施設整備維持管理経費におきまして、消防施設整備事業債の財源更正を行います。 

  以上で消防費の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○南川則之委員長 教育委員会学校教育課長。 

○山下学校教育課長 学校教育課、山下です。よろしくお願いします。 

  ９款教育費についてご説明いたします。 

  補正予算の概要３４ページ上段をご覧ください。 

  外国語教育推進事業につきましては、三重県市町村振興協会市町村交付金が確定し、ふるさと創生基金繰入

金を活用することから財源更正を行います。 

  ３４ページ下段、教育振興事業につきましては、市内小学校３校へのコミュニティースクールディレクター

の配置について国及び県の補助金の交付決定に伴い、財源更正を行うものです。 

  補正予算の概要３５ページ上段、小学校教育振興事業につきましては、児童用タブレットサポート業務につ
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いて国庫補助金の対象外であったことから、財源更正を行います。 

  同じく３５ページ下段、小学校ＩＣＴ教育推進事業につきましては、児童用タブレット端末設定業務につい

て国庫補助金の対象外であったことから、財源更正を行います。 

  続いて、補正予算の概要３６ページ上段、中学校教育振興事業につきましては、備品購入費８３万

２,０００円を減額補正するものです。フェンシング普及への寄附に伴う鳥羽東中学校フェンシング部への備

品購入費について事業費が確定したことから、不用額を補正します。また、生徒用タブレットサポート業務に

ついて国庫補助金の対象外であったことから、財源更正を行います。 

  補正予算の概要３６ページ下段になります。 

  中学校ＩＣＴ教育推進事業につきましては、生徒用タブレット端末設定業務について国庫補助金の対象外で

あったことから、財源更正を行います。 

  補正予算の概要３７ページ上段、学校給食運営事業につきましては、給食調理場の備品購入費について事業

費が確定したことから、３６万１,０００円を減額補正します。 

  説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○南川則之委員長 高村課長。 

○高村建設課長 続きまして、１０款災害復旧費についてお願いいたします。 

  概要書３８ページをお願いします。 

  上段が道路橋りょう災害復旧事業、下段のほうが河川災害復旧事業です。どちらも市単の災害復旧事業にお

いて市債の対象となりましたことから財源更正をお願いするものでございまして、道路につきましては

１１０万円、河川につきましては３７０万円、財源更正をお願いするものでございます。 

  続きまして、ページ数でいきますと、４２ページお願いいたします。 

  最後となりますが、こちらは繰越明許費についてご説明させていただきます。 

  ７款の土木費で都市公園整備の、こちら国の補助事業、交付金事業になります。予算額が２,９８３万

７,０００円で、内容につきましては、鳥羽中央公園の園路整備工事につきまして、関係機関との調整などに

より不測の日数を要したことから、年度内の完了が見込めないことから繰越しをさせていただくものでござい

ます。 

  建設課は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○南川則之委員長 執行部の説明は終わりました。 

  初めに、７款土木費のうち２７ページから３１ページと、今説明いただいた４２ページの繰越明許のところ

でご質疑はございませんか。 

  瀬﨑副委員長。 

○瀬﨑伸一委員 質問ではございません。ちょっと確認でございます。 

○南川則之委員長 ページ数を言ってください。 

○瀬﨑伸一委員 ２９ページの上段、地方道路整備事業の金額なんですけれども、１１５万円だと思うんですけ

れども、何となく１１０万５,０００円と説明をされていたかなと思うんですけれども、訂正だけ、もしされ

るようでしたら。 
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○南川則之委員長 高村課長。 

○高村建設課長 建設課、高村です。 

  大変失礼いたしました。先ほどの概要書２９ページの上段です。予算額につきましては１１５万円の減額で

ございます。訂正させていただきます。すみませんでした。 

○南川則之委員長 よろしいですか。 

  ほかにございませんか。 

  尾﨑委員、ページ数を言ってください。 

○尾﨑 幹委員 ２９ページの道路保全整備事業の市道村山線、これは７７９万１,０００円補正が上がっとる

んやけれども、内容は。 

○南川則之委員長 髙村課長。 

○高村建設課長 今のお話は、主な経費のところで上がっておる市道森崎村山線道路改良工事の７７９万

１,０００円のちょっと増額…… 

○尾﨑 幹委員 増額やろ。 

○高村建設課長 ということですね。 

  こちらは、交付金事業の中でいろいろ事業を進めておるんですけれども、その中で上のところで減額になっ

て、測量とか設計で一部減額になってきたお金につきまして、それを森崎村山線のほうに充てまして工事の促

進を図りたいということで、増額でございます。 

○南川則之委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 社会資本整備総合交付金の減額の中の一部という考え方でよろしいの。 

○南川則之委員長 高村課長。 

○高村建設課長 そうですね。交付金事業の中でいろいろ路線がございまして、その中で減額するところもござ

いますし、減額したところの予算を森崎村山線のほうへ一部充てさせていただきました。 

○尾﨑 幹委員 はい、了解。 

○南川則之委員長 副市長。 

○立花副市長 ちょっと補足させていただきますと、交付金事業というのは、昔は路線ごとに予算を取っていた

んですけれども、交付金事業でメインで取って、それでその中で道路のやつをやっていくもので、あるところ

が減ったら、その中でその分を使えるというような感じになっている。そういう予算システムになっています

ので、ご了承ください。 

○南川則之委員長 よろしいですか。 

○尾﨑 幹委員 了解です。ありがとうございました。 

○南川則之委員長 ほかにございませんか。内容についていろいろ聞いてあげてください。よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○南川則之委員長 ご質疑もないようですので、次に、８款消防費について、３２ページから３３ページの中で

ご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○南川則之委員長 よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○南川則之委員長 ご質疑もないようですので、次に、９款教育費について、３４ページの上段から３７ページ

の下段であります。ご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○南川則之委員長 よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○南川則之委員長 ご質疑もないようですので、次に、１０款の災害復旧費のうち建設課所管分について、ご質

疑はございませんか。３８ページです。 

（「なし」の声あり） 

○南川則之委員長 よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○南川則之委員長 ご質疑もないようですので、説明員交代のため暫時休憩いたします。 

（午前１１時４２分 休憩） 

─────────────── 

（午前１１時４６分 再開） 

○南川則之委員長 休憩前に引き続き会議を再開します。 

  これから各特別会計補正予算の審査を行います。 

  審査は議案番号順に進めます。 

  それでは、議案第６３号、令和５年度鳥羽市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）について、担当

課の説明を求めます。 

  市民課長。 

○中井市民課長 改めまして、市民課、中井です。 

  それでは、議案第６３号、令和５年度鳥羽市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）を説明させてい

ただきます。 

  補正予算書の４５ページをご覧ください。 

  補正予算（第２号）につきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５９０万円を減額し、補正

後の総額をそれぞれ２９億２００万円とするものでございます。 

  まず、歳入から説明をいたします。 

  補正予算書の５０ページ、５１ページをご覧ください。 

  １款国民健康保険税におきまして、一般被保険者国民健康保険税を３,００２万９,０００円減額するもので

ございます。減額補正の要因といたしましては、国民健康保険の被保険者の減少が大きく影響があったものと

思われます。 

  次に、２款県支出金におきまして、保険給付費等交付金の特別交付金のうち、県繰入金分を２４５万

４,０００円減額いたします。この特別交付金は、国の保険者努力支援制度や県の保険者取組支援制度におけ
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る評価指標並びに被保険者数に基づき算出されております。減額の要因といたしましては、国のほうの評価指

標の順位は上昇したものの、県の評価指標での順位が下がったこと並びに被保険者の減少によるものでござい

ます。 

  次に、４款繰入金は、一般会計繰入金で１,１９７万８,０００円を減額するものでございます。保険基盤安

定制度負担金、財政安定化支援事業等の金額の確定などに伴い、一般会計からの繰入金を減額いたします。 

  続きまして、５款繰越金では、財源調整で３,８５１万９,０００円を追加するものとしております。 

  次に、７款国庫支出金でございます。国庫補助金で４万２,０００円を増額するものでございます。出産育

児一時金補助金は、令和５年度における金額の確定によるもので３万円、続いて、５２ページ、５３ページと

なりますが、社会保障・税番号制度システム整備費補助金は、マイナンバーカードと被保険者証の一体化に伴

う周知広報に伴うものとして１万２,０００円を計上しております。 

  歳入は以上となります。 

  続きまして、歳出の説明に移ります。 

  予算等の概要の４３ページをお願いいたします。 

  上段の総務給与等管理経費で、予算額１４１万２,０００円を減額するものでございます。国保情報集約シ

ステムとデータ連携するためのＰＣ更新業務におきまして事業費が確定したため、不用額を減額いたします。

また、社会保障・税番号制度システム整備費補助金、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴う周知広

報等事業の交付及び三重県国民健康保険保険給付費等交付金の変更交付申請に基づく減額によりまして、財源

更正を行います。 

  続いて、下段、出産育児一時金は財源更正となります。令和５年度健康保険組合等出産育児一時金臨時補助

金の交付により、財源更正を行うものでございます。 

  続きまして、４４ページ、４５ページをお願いします。 

  ここでは３事業を一括で説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

  まず、４４ページの上段、一般被保険者医療給付費分、下段の一般被保険者後期高齢者支援金等分、４５ペ

ージ上段の介護納付金分は、三重県に納付金として支払うものですが、保険基盤安定制度負担金等の確定に伴

いまして、一般会計からの繰入金が減額となりましたので、財源更正をするものでございます。なお、一般被

保険者医療給付費分では、三重県国民健康保険保険給付費等交付金の減額による財源更正も併せて行っており

ます。 

  続きまして、４５ページ下段及び４６ページで、これも２事業を一括で説明させていただきます。 

  まず、保健衛生普及費で予算額３０１万７,０００円の減額と、特定健康診査等事業費で予算額１４７万

１,０００円を減額するものでございます。保健衛生普及費におけるデータヘルス計画と特定健康診査等事業

費における特定健康診査等実施計画、この２つの計画につきましては、一体的な計画として策定するものとし

て委託料をおのおので計上しておりました。しかし、今年度は、全国的に保健福祉分野において計画等の策定

業務が重なったことから受注が可能な委託業者がなく、健康福祉課と市民課の担当職員で策定したことから、

予定していた策定業務委託料を不用額として減額いたします。 

  以上、国民健康保険事業特別会計の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
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○南川則之委員長 担当課の説明は終わりました。 

  ４３ページから４６ページの間です。ご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○南川則之委員長 戸上委員、よろしいですか。 

（「結構です」の声あり） 

○南川則之委員長 ご質疑もないようですので、次に、議案第６４号、令和５年度鳥羽市介護保険事業特別会計

補正予算（第３号）について、担当課の説明を求めます。 

  健康福祉課長。 

○榎健康福祉課長 健康福祉課、榎です。よろしくお願いします。 

  議案第６４号、令和５年度鳥羽市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）についてご説明させていただき

ます。 

  今回の補正予算では、歳入歳出それぞれ５,２５３万５,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

２７億８,５００万円としております。 

  それでは、補正予算の内容につきまして、歳出のほうからご説明させていただきます。 

  補正予算の概要の４７ページの上段をお願いいたします。 

  中事業名、総務給与等管理費につきまして、予算額２５３万５,０００円の減額をしております。人件費の

不用額減額のほか、鳥羽志勢広域連合で行う介護認定に係る介護認定審査会及び介護認定調査件数が当初の見

込みより減少したことから、一部事務組合負担金を減額補正するものです。 

  続きまして、同ページ下段をお願いします。 

  中事業名、介護サービス等諸費給付事業につきまして、予算額５,０００万円の減額補正を行うものです。

介護サービスのうち訪問介護サービス、短期入所生活介護サービス等、在宅で利用するサービスの利用減が見

込まれることから、医療費等負担金を補正するものです。 

  歳出については、以上となります。 

  次に、歳入の説明をさせていただきます。 

  補正予算書の６４ページ、６５ページをお願いいたします。 

  歳入の１款保険料、１項介護保険料、目１第１号被保険者保険料で現年度分特別徴収保険料１,０３０万円

を減額しております。 

  ２款国庫支出金、１項国庫負担金、目１介護給付費負担金で介護給付費負担金１,０００万円を減額してお

ります。 

  ２項国庫補助金、目１調整交付金で３７０万円を減額しております。 

  支払基金交付金、１項支払基金交付金、目１介護給付費交付金で１,３５０万円を減額しております。 

  ４款県支出金、１項県負担金、目１介護給付費負担金で６２５万円を減額しております。 

  ６款繰入金、１項一般会計繰入金、目１介護給付費繰入金で６２５万円を減額しております。 

  ここまでは、歳出でご説明させていただきましたサービス給付に係る介護サービス等諸費給付事業の減額補

正に伴い、保険料及び負担金、補助金、交付金、繰入金で国・県・市それぞれの負担割合で減額補正した内容
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を計上させていただいております。 

  次に、予算書の一番下の目３その他一般会計繰入金につきましては、職員給与等繰入金で１０８万

７,０００円、事務費繰入金で１４４万８,０００円の減額を計上しております。内容としましては、職員給与

の不用額補正及び鳥羽志勢広域連合への負担金の減額に伴い、一般会計からの繰入金を減額するものです。 

  説明は以上となります。ご審議のほどよろしくお願いします。 

○南川則之委員長 担当課の説明は終わりました。 

  ４７ページですけれども、ご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○南川則之委員長 よろしいですか。 

  ご質疑もないようですので、次に、議案第６５号、令和５年度鳥羽市定期航路事業特別会計補正予算（第

２号）について、担当課の説明を求めます。 

  定期船課長。 

○山本定期船課長 定期船課、山本です。よろしくお願いします。 

  それでは、定期航路事業特別会計の補正予算につきまして説明をさせてもらいます。 

  補正予算書の７１ページをお願いします。 

  議案第６５号、令和５年度鳥羽市定期航路事業特別会計補正予算（第２号）につきましては、歳入歳出とも

に３５０万円を減額し、補正後の予算総額をそれぞれ８億４,６５０万円としております。 

  それでは、歳入から説明をさせてもらいます。 

  補正予算書７６ページ、７７ページをお願いします。 

  １款航路収益、１項営業収益、目１運航収益で８４９万円の減額をするものです。要因といたしましては、

節１旅客収入におきまして、各航路とも前年度決算額より増加しているものの、冬から春先にかけて、今日み

たいな日です、低気圧とか風とかによる欠航を見込んで減額させていただきます。 

  次に、２款国庫支出金、１項国庫補助金、目１定期航路事業費国庫補助金につきましては９３４万

６,０００円を減額するものです。要因といたしましては、節１定期航路事業補助金におきまして、地域公共

交通確保維持改善事業費補助金の額が決定したためであります。 

  次に、３款県支出金、１項県補助金、目１定期航路事業費県補助金で２３３万６,０００円を増額するもの

です。国庫補助金は減額しましたが、その分、離島航路整備事業補助金が増額となりました。 

  次に、５款繰入金、１項一般会計繰入金、目１一般会計繰入金につきましては、１,２００万円の増額をお

願いするものです。要因といたしましては、旅客収入の減収に伴う財源不足分のほか、国庫補助金の減額によ

るものです。 

  続きまして、歳出の説明をさせていただきます。 

  説明資料の４８ページから４９ページをお願いします。 

  中事業名、船員一般経費につきましては、船員の普通退職に伴う退職手当１５万１,０００円を増額するも

のです。 

  同じく、下の段の中事業名……。 
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○南川則之委員長 課長、ちょっとお待ちください。 

  続けてください。 

○山本定期船課長 ４８ページ下段の中事業名、船舶運航経費につきましては、新型コロナウイルス感染症の

５類移行に伴い、船内の抗菌加工業務を行わなかったことから４５万８,０００円の減額と、定期船「かがや

き」による菅島漁港堤防付近での黒ノリ養殖施設損傷事故の損害賠償金として６３万１,０００円をお願いす

るものです。 

  次に、４９ページ上段の中事業名、旅客荷物経費につきましては、インボイス制度の導入に合わせた伝票等

の印刷を予定しましたが、インボイス対応のレジを購入することで新たな帳票の印刷が不用になったことから、

７６万円の印刷製本費を減額します。 

  次に、中事業名、定期航路運営一般管理経費につきましては、令和４年度に引き続き、経営改善について検

討を進める予定でありましたが、委託先の体制が整わないこともありまして委託事業を中止したことから、そ

の委託料２００万円を減額します。 

  以上、定期航路事業特別会計補正予算の説明とさせていただきます。 

○南川則之委員長 担当課の説明は終わりました。 

  ４８ページから４９ページになりますけれども、ご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○南川則之委員長 よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○南川則之委員長 ご質疑もないようですので、あと２つの特別会計がありますけれども、続けさせてもらって

よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○南川則之委員長 それでは、次に、議案第６６号、令和５年度鳥羽市特定環境保全公共下水道事業特別会計補

正予算（第３号）について、担当課の説明を求めます。 

  水道課長。 

○勢力水道課長 水道課、勢力です。よろしくお願いします。 

  それでは、予算書の８３ページのほうをご覧ください。 

  議案第６６号、令和５年度鳥羽市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）についてご説明

させていただきます。 

  今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額からそれぞれ４７万円２,０００円を減額し、補正後の予算総額を

１億５,８００万円とするものです。 

  それでは、歳入からご説明させていただきますので、９０ページ、９１ページをご覧ください。 

  ２款使用料及び手数料、１項使用料、目１下水道使用料は、過年度分の下水道使用料で１１０万円を増額す

るものの、現年度分を減額するため、差引き８４７万４,０００円を減額するものです。現年度使用料の減額

の要因は、調定額の見込みが減少すること及び公営企業会計への移行に伴い、３月末での同特別会計の打切り

により出納閉鎖期間がないことから、３月調定分の大半が収納されなくなることによるものです。なお、これ
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ら未収金や歳出の未払い金については、令和６年度当初予算において、特例的収入・支出として別条を設けて

処理をしております。 

  次に、４款繰入金、１項一般会計繰入金は、特別会計の決算処理に当たり不足する財源を一般会計からの繰

入金により補塡するもので、１,０５０万２,０００円を増額するものです。 

  次に、６款市債では、公営企業会計適用債への借入れを行わなかったことから、２５０万円を減額するもの

です。 

  ちょっと戻っていただいて、予算書の８６ページ、８７ページをご覧ください。 

  第２表地方債について、先ほどの２５０万円の減額の変更を行っております。 

  続きまして、歳出の説明です。 

  補正予算の概要のほうをお願いします。５０ページです。 

  上段で中事業、総務管理費では、公営企業会計適用債への借入れを見送ったことに伴い、財源更正を行うも

のです。 

  下段の施設管理費では、汚泥収集運搬業務で減額が見込まれる委託料４７万２,０００円の減額及び下水道

使用料の減額に伴う財源更正をお願いするものです。 

  以上、説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 

○南川則之委員長 担当課の説明は終わりました。 

  ５０ページですけれども、ご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○南川則之委員長 よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○南川則之委員長 ご質疑もないようですので、次に、議案第６７号、令和５年度鳥羽市後期高齢者医療特別会

計補正予算（第２号）について、担当課の説明を求めます。 

  市民課長。 

○中井市民課長 それでは、議案第６７号、令和５年度鳥羽市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）を説

明いたします。 

  補正予算書の９５ページをご覧ください。 

  補正予算（第２号）につきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４９２万８,０００円を減

額し、補正後の総額をそれぞれ５億６,１１７万２,０００円とするものでございます。 

  まず、歳入から説明させていただきます。 

  引き続き、補正予算書の１００ページ、１０１ページをご覧ください。 

  ２款繰入金は、一般会計繰入金で１,７８１万５,０００円を減額するもので、三重県後期高齢者医療広域連

合への負担金等の確定に伴い、この後説明をいたします返還金を差し引いた分の一般会計繰入金を減額いたし

ます。 

  続きまして、３款諸収入で予算額１,２８８万７,０００円を増額するもので、精算に伴います返還金を後期

高齢者医療広域連合負担金返還金として追加するものでございます。 
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  歳入は以上となります。 

  続きまして、歳出の説明をいたします。 

  予算等の概要の最終ページになります。５１ページをご覧ください。 

  中事業名、後期高齢者医療広域連合納付金で予算額４９２万８,０００円を減額するものでございます。三

重県後期高齢者医療広域連合の運営に係る市町負担金等の確定に伴いまして、後期高齢者医療広域連合納付金

を減額するものとなっております。 

  以上、後期高齢者医療特別会計の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○南川則之委員長 担当課の説明は終わりました。 

  ５１ページですけれども、ご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○南川則之委員長 よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○南川則之委員長 ご質疑もないようですので、以上で審査を終わります。 

  これで付託された案件は全て説明を受けました。 

  続いて、採決に移る前に、委員の皆さんで討議したい案件はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○南川則之委員長 ないようですので、職員交代のため暫時休憩いたします。 

（午後 ０時０７分 休憩） 

─────────────── 

（午後 ０時１２分 再開） 

○南川則之委員長 休憩前に引き続き会議を再開します。 

  これより採決を行います。 

  お諮りします。 

  議案第６２号、令和５年度鳥羽市一般会計補正予算（第１０号）について、原案どおり可決することに賛成

の方は起立を願います。 

（起 立 全 員） 

○南川則之委員長 ありがとうございます。起立全員であります。 

  よって、議案第６２号は原案どおり可決することに決定しました。 

  次に、議案第６３号、令和５年度鳥羽市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）について、原案どお

り可決することに賛成の方は起立を願います。 

（起 立 全 員） 

○南川則之委員長 ありがとうございます。起立全員であります。 

  よって、議案第６３号は原案どおり可決することに決定しました。 

  次に、議案第６４号、令和５年度鳥羽市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）について、原案どおり可

決することに賛成の方は起立を願います。 
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（起 立 全 員） 

○南川則之委員長 ありがとうございます。起立全員であります。 

  よって、議案第６４号は原案どおり可決することに決定しました。 

  次に、議案第６５号、令和５年度鳥羽市定期航路事業特別会計補正予算（第２号）について、原案どおり可

決することに賛成の方は起立を願います。 

（起 立 全 員） 

○南川則之委員長 ありがとうございます。起立全員であります。 

  よって、議案第６５号は原案どおり可決することに決定しました。 

  次に、議案第６６号、令和５年度鳥羽市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）について、

原案どおり可決することに賛成の方は起立を願います。 

（起 立 全 員） 

○南川則之委員長 ありがとうございます。起立全員であります。 

  よって、議案第６６号は原案どおり可決することに決定しました。 

  次に、議案第６７号、令和５年度鳥羽市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について、原案どおり

可決することに賛成の方は起立を願います。 

（起 立 全 員） 

○南川則之委員長 ありがとうございます。起立全員であります。 

  よって、議案第６７号は原案どおり可決することに決定しました。 

  以上で当委員会に付託された案件の審査は終了しました。 

  これで委員会を終わりたいと思いますが、本委員会における委員長報告についてはご一任を願います。 

  これをもちまして、予算決算常任委員会を閉会します。 

  ありがとうございました。 

（午後 ０時１５分 閉会） 

─────────────── 
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委員長はこの会議録をつくりここに署名する。 

 

 令和６年３月１８日 

 

              予算決算常任委員長    南  川  則  之 


